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野田市環境美化条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（下線の部分は修正部分） 

○ 野田市環境美化条例（平成9年野田市条例第5号） 

改  正  案 現     行 

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を

推進する条例 

野田市環境美化条例 

(目的) (目的) 

第 1 条 この条例は、事業者、市民等、土地

等所有者等、飼い主及び市が一体となり、

路上等喫煙、ポイ捨て及び飼い犬等の排泄

物等の放置等を防止することにより、生活

環境を保全するとともに市域の環境美化を

促進し、もって快適な生活環境の創造並び

に公衆衛生及び公衆道徳の向上に資するこ

とを目的とする。 

第 1 条 この条例は、事業者、市民等、所有

者等及び市が一体となり、空き缶、吸い殻

及び飼い犬の排泄物等の生活環境を損ねる

ものの散乱防止に努めることにより、生活

環境を保全するとともに市域の環境美化を

促進し、もって快適な生活環境の創造並び

に公衆衛生及び公衆道徳の向上に資するこ

とを目的とする。 

(定義) (定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 公共の場所 道路、広場、公園、河川

その他公共の用に供する土地及び建物を

いう。 

 

(2) 路上等喫煙 公共の場所において、喫

煙することをいう。ただし、道路交通法

(昭和 35年法律第 105号)第 2条第 1項第

9号に規定する自動車(同法第 3条に規定

する大型自動二輪車及び普通自動二輪車

を除く。)内の喫煙を除く。 

 

(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納

していた缶、瓶、ペットボトルその他の

容器、たばこの吸い殻、チューインガム

のかみかす、紙くずその他これらに類す

る物で、投棄されることによりごみの散

乱の原因になるものをいう。 

(1) 空き缶等 空き缶、空きびん、空の

ペットボトル、空の紙容器その他の飲食

物を収納していた空の容器をいう。 

(削る。) ( 2 )  吸い殻等  たばこの吸い殻及び

チューインガムのかみかすをいう。 

(4) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨て

ることをいう。 

 

(5) 飼い犬等 犬又は猫その他の一般家

庭で飼養保管される動物をいう。 

(3) 飼い犬等 犬その他の一般家庭で飼

養保管される動物をいう。 

(6) 排泄物等 主にふん尿又はブラッシ

ングした毛をいう。 

(4) 排泄物 主にふんをいう。 

(7) 落書き ペイント、墨、油性フェルト

ペン等により文字、図形等をみだりに書

くことをいう。 

 

(8) 事業者 市内で事業活動を行う全て

の者をいう。 

(5) 事業者 容器を製造し、若しくは容器

に収納した飲食物を製造し、又は販売す

る者並びにたばこ及びチューインガムを
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製造し、又は販売する者をいう。 

(9) (略) (6) (略) 

(10) 土地等所有者等 土地、建物又は工

作物の所有者、占有者又は管理者をいう。 

(7) 所有者等 土地の所有者、占有者又は

管理者をいう。 

(11) (略) (8) (略) 

(市の責務) (市の責務) 

第 3 条 市は、この条例の目的を達成するた

め、路上等喫煙、ポイ捨て及び飼い犬等の

排泄物等の放置等の防止に関する施策(以

下「特定施策」という。)を策定し、これを

実施するものとする。 

第 3 条 市は、この条例の目的に沿って施策

を推進するとともに、その意識の啓発高揚

に努めなければならない。 

(事業者の責務) (事業者の責務) 

第 4 条 事業者は、事業所、事業所の周辺そ

の他事業活動を行う地域において、清掃そ

の他環境美化活動に努めなければならな

い。 

第 4 条 容器に収納した飲食物を販売する者

は、当該飲食物を一般消費者に販売するに

当たっては、適切な場所に空き缶等回収容

器(以下「回収容器」という。)を設置し、

適正な管理に努めるとともに、空き缶等の

再資源化の促進等に必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

2 事業者であって、容器に収納した飲食物を

販売するものは、当該飲食物を一般消費者

に販売するに当たっては、適切な場所に空

き缶等の回収容器を設置し、適正な回収及

び再資源化に努めるとともに、ポイ捨てを

防止するため、広報活動等を通じて一般消

費者に対する啓発を図らなければならな

い。 

2 前項に定めるもののほか、事業者は、空き

缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、

広報活動等を通じて一般消費者に対する啓

発に努めるとともに、環境美化の推進に関

し、市の施策に協力しなければならない。 

3 事業者は、この条例の目的を達成するた

め、市が実施する特定施策に協力しなけれ

ばならない。 

 

(市民等の責務) (市民等の責務) 

第 5 条 市民等は、この条例の目的を達成す

るため、市が実施する特定施策に協力しな

ければならない。 

第 5 条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた

空き缶等及び吸い殻等は持ち帰り、又は回

収容器に収納するなど適切に処理を行い散

乱の防止に努めるとともに、環境美化の推

進に関し、市の施策に協力しなければなら

ない。 

(土地等所有者等の責務) (所有者等の責務) 

第 6 条 土地等所有者等は、その所有し、占

有し、又は管理する土地、建物又は工作物

にポイ捨てが行われないようにするため、

必要な措置を講じなければならない。 

第 6 条 所有者等は、その所有し、占有し、

又は管理する土地における空き缶等及び吸

い殻等の散乱を防止するために必要な措置

を講ずるよう努めるとともに、環境美化の

推進に関し、市の施策に協力しなければな

らない。 

2 土地等所有者等は、この条例の目的を達成

するため、市が実施する特定施策に協力し

なければならない。 

 

(飼い主の責務) (飼い主の責務) 
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第 7 条 飼い主は、この条例の目的を達成す

るため、市が実施する特定施策に協力しな

ければならない。 

第 7 条 飼い主は、飼い犬等を適正に飼養保

管し、飼い犬等の排泄物により公園、道路

その他の場所を汚し、又は快適な環境を損

なうことのないよう努めるとともに、環境

美化の推進に関し、市の施策に協力しなけ

ればならない。 

(禁止行為)  

第 8 条 何人も公共の場所において次の行為

をしてはならない。 

 

(1) 路上等喫煙をすること。ただし、次に

掲げる場合を除く。 

 

ア 公共の場所の管理者が指定した場所

において喫煙する場合 

 

イ 道路において、他の通行の妨げとな

らない場所に停止し、かつ、携帯用灰

皿(携帯用にたばこの灰及び吸い殻を

収納するために製造された容器で、そ

の収納口を閉じることができるものを

いう。)を使用し、喫煙する場合 

 

(2) ポイ捨てをすること。  

(3) 飼い犬等の排泄物等を放置すること。  

(4) 落書きをすること。  

(5) 置き看板、のぼり旗、はり札等を放置

(設置する権限のない場所に設置する場

合は、放置とみなす。)すること。 

 

(指導及び勧告) (指導、助言及び勧告) 

第 9 条 市長は、前条の規定に違反した者に

対し、当該違反を是正するために必要な措

置をとるよう指導し、又は勧告することが

できる。 

第 8 条 市長は、事業者、市民等、所有者等

及び飼い主に対し、空き缶等、吸い殻等及

び飼い犬等の排泄物の散乱の防止並びに飼

い犬等の適正な飼養保管に関し、必要な指

導、助言及び勧告をすることができる。 

(環境美化区域の指定等) (環境美化区域の指定等) 

第 10条 市長は、事業者、市民等及び土地等

所有者等の環境美化意識の啓発・高揚を図

り、生活環境の保全と環境美化を促進する

ため、特に必要があると認める区域を環境

美化区域として指定することができる。 

第 9 条 市長は、市域のうち、空き缶等、吸

い殻等及び飼い犬等の排泄物の散乱を防止

するため、特に必要があると認める区域を

環境美化区域として指定することができ

る。 

2 (略) 2 (略) 

3 市長は、第 1項の規定による指定又は前項

の規定による指定の変更をしたときは、当

該区域内の見やすい場所に環境美化区域で

ある旨の標示をするものとする。 

3 市長は、第 1項の規定による指定をしたと

きは、当該区域内の見やすい場所に環境美

化区域である旨の標示をするものとする。 

4 (略) 4 (略) 

(重点区域の指定等)  

第 11条 市長は、路上等喫煙、ポイ捨て等の

禁止を重点的に推進する必要があると認め

る区域を重点区域として指定することがで

きる。 
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2 市長は、前項の規定による指定をするに当

たっては、野田市環境審議会条例(昭和 45

年野田市条例第 32 号)第 1 条の規定により

設置された野田市環境審議会の意見を聴く

ものとする。その指定を変更し、又は廃止

するときも、同様とする。 

 

3 市長は、第 1項の規定による指定をすると

きは、その旨を告示するものとする。その

指定を変更し、又は廃止するときも、同様

とする。 

 

4 市長は、第 1項の規定による指定をしたと

きは、当該区域内の見やすい場所に重点区

域である旨の標示をするものとする。その

指定を変更したときも、同様とする。 

 

 (関係法規の適用) 

(削る。) 第 10条 市長は、空き缶等、吸い殻等及び飼

い犬等の排泄物の散乱を防止するため、関

係刑罰法規の積極的な活用を図るものとす

る。 

(委任) (委任) 

第 12 条 この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が定める。 

第 11条 この条例の実施に関し、必要な事項

は市長が定める。 

(罰則)  

第 13条 重点区域において、第 8条第 1号か

ら第 4 号までに掲げる行為をした者であっ

て、第 9 条の規定による勧告に従わなかっ

たものは、2万円以下の過料に処する。 

 

  

 


